
国立医薬品食品衛生研究所競争的研究資金等の取扱いに関する規程 

 

（目的） 

第１条 本規程は、国立医薬品食品衛生研究所（以下「当所」という。）における競争的

研究資金等（研究者個人に交付される国の資金による研究資金をいう。）の適正な運営

・管理に必要な事項を定めるものである。 

 

（対象となる競争的研究資金等） 

第２条 職員が使用する全ての競争的研究資金等を対象とする。 

 

(職員等の責務） 

第３条 職員等(職員、非常勤職員、労働者派遣契約により派遣された者、その他当所に

おいて研究業務に従事する者をいう。）は、競争的研究資金等の原資が税金であること

を十分に理解し、適正な管理を行うとともに、研究を通じてレギュラトリーサイエンス

を実践し、行政サービスの向上に努めなければならない。 

 

（最高管理責任者） 

第４条 当所全体を統括し、競争的研究資金等の運営・管理について最終責任を負う者と

して最高管理責任者を置く。 

２ 最高管理責任者は、所長とする。 

 

（統括管理責任者） 

第５条 競争的研究資金等の運営・管理について最高管理責任者を補佐し、当所全体を統

括する者として統括管理責任者を置く。 

２ 統括管理責任者は、研究費の適正な運営・管理について実質的な責任と権限を持つ。 

３ 統括管理責任者は、副所長とする。 

 

（競争的研究資金等経理責任者） 

第６条 競争的研究資金等の運営・管理について統括管理責任者を補佐し、経理実務を統

括する者として競争的研究資金等経理責任者を置く。 

２ 競争的研究資金等経理責任者は、研究費の経理実務について実質的な責任と権限を

持つ。 

３ 競争的研究資金等経理責任者は、総務部長とする。 

 

（コンプライアンス推進責任者） 

第７条 競争的研究資金等の運営・管理について、職員等に対するコンプライアンス教育

等の実施による規範意識の醸成及び執行状況等のモニタリングによる適正な研究費使

用を指導する者としてコンプライアンス推進責任者を置く。 

２ コンプライアンス推進責任者は、副所長とする。 

３ コンプライアンス推進責任者を補佐する者として、コンプライアンス推進副責任者

を置くことができる。 

４ コンプライアンス推進副責任者は、各部長とする。 

５ コンプライアンス副責任者は、コンプライアンス責任者の指示の下、部内における対 



 策を実施し、実施状況を確認する。 

 

（最高管理責任者の責務） 

第８条 最高管理責任者は、統括管理責任者が責任を持って競争的研究資金等の運営・管

理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮しなければならない。 

 

（管理等の委任） 

第９条 競争的研究資金等の交付を受けた研究代表者及び研究分担者（以下「研究代表者

等」という。）は、競争的研究資金等の管理、経理及び受領に関して最高管理責任者に

委任するものとする。 

２ 競争的研究資金等経理責任者は、最高管理責任者及び統括管理責任者の指示を受け、

競争的研究資金等の口座の管理及び支払いの決定など、実質的な競争的研究資金等の

管理及び経理を行う。 

 

（管理等の事務） 

第１０条 競争的研究資金等の管理、経理及び受領に関する事務は、競争的研究資金等経

理責任者の指示のもとに総務部業務課（以下「業務課」という。）が行う。 

２ 業務課は、競争的研究資金等に係る収支簿を作成し執行状況を把握のうえ、競争的研

究資金等の適正かつ計画的な執行が行われるよう努めなければならない。 

３ 競争的研究資金等の管理に関する事務処理手続き、使用に関するルール等について

は、次条に基づき策定する不正防止計画を踏まえて定めなければならない。 

 

（不正防止計画の策定等） 

第１１条 最高管理責任者は、不正防止対策の基本方針を策定・周知するとともに、それ

らを実施するために必要な措置を講じるものとする。 

２ 統括管理責任者は、基本方針に基づき、不正防止計画をはじめとする機関全体の具体

的な対策を策定・実施し、実施状況を確認するとともに、必要に応じて見直しを行い、

実施状況を最高管理責任者に報告する。 

３ 基本方針及び不正防止計画の策定、見直し、推進等の事務は、業務課が行う。 

４ 前各項の基本方針とは、本規程のことをいう。 

 

（不正な取引に対する対応） 

第１２条 不正な取引が発見された場合には、最高管理責任者の指示の下、その内容を明

らかにするよう努める。 

２ 前項に基づく調査は、具体的な手続きを定めた細則に基づき実施しなければならな

い。 

３ 調査の結果、不正な取引に関与した職員等及び業者に対する処分については、厚生労

働省又は関係府省の取扱いに準じて行う。 

４ 前項に定める処分について、必要に応じて、その量定等を判断するための第三者機関

を設置するものとする。 

 

（相談窓口） 

第１３条 競争的研究資金等の管理に関する事務処理手続き、使用に関するルール等に



ついての当所内外からの相談窓口は、業務課とする。 

             

（通報等の窓口） 

第１４条 当所内外からの競争的研究資金等の不正使用に関する情報の通報（告発）窓口

は、総務部総務課とする。 

 

（内部監査） 

第１５条 競争的研究資金等の適正かつ効率的な運営・管理に資するため、最高管理責任

者は内部監査を実施しなければならない。 

２ 内部監査は、第１１条に基づき策定する不正防止計画を踏まえ、具体的な手続きを定

めた細則に基づき実施しなければならない。 

 

（その他） 

第１６条 本規程の運営にあたっては、研究機関における公的研究費の管理・監査のガイ

ドライン（平成１９年２月１５日文部科学大臣決定）及び同ガイドラインを準用する平

成２６年３月３１日厚生労働省大臣官房厚生科学課長決定の取扱いに則して行うもの

とする。 

２ この規程に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。 

 

 

附 則 

   この規程は平成１９年１１月９日から施行する。 

 

附 則 

   この規程は平成２３年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

   この規程は平成２５年８月１日から施行する。 

 

  附 則 

  この規程は平成２７年３月１日から施行する。 

 

  附 則 

  この規程は平成２８年７月２１日から施行する。 

 

  附 則 

  この規程は平成２９年４月１８日から施行する。 

 

附 則 

  この規程は令和３年９月２７日から施行する。 

 


